
1 

○
佐
賀
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
五
四
号
） 

１ 
国
際
課
の
分
掌
事
務
に
海
外
施
策
に
関
す
る
こ
と
を
加
え
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
一
三

条
関
係
） 

２ 

国
際
課
に
国
際
戦
略
室
を
置
く
こ
と
と
し
た
。
（
第
一
六
条
関
係
） 

３ 

経
営
支
援
本
部
に
国
際
戦
略
推
進
監
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
二
一

条
関
係
） 

４ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
二
年
一
一
月
二
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

５ 

佐
賀
県
財
務
規
則
に
つ
い
て
、
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。 


